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１ 業務実績（別表１参照） 

(１)整備状況について 

  平成２０年度末の処理区域内面積は２，４１５ha《公共下水道（以下「公共」という。）１，

６７０ha、農業集落排水（以下「農集」という。）３４８ha、コミュニティ・プラント（以下「コ

ミプラ」という。）３９７ha》で、前年度に比べ４９ha の増加となっている。処理施設数は農集

が１９箇所、コミプラ６箇所である。 

  整備戸数は１７，０９５戸（公共１０，６６１戸、農集３，２３１戸、コミプラ３，２０３戸）、

整備人口は４８，２２４人（公共２７，６３６人、農集１０，４４６人、コミプラ１０，１４２

人）となった。 

  なお、平成１５年度をもってコミプラ整備事業は完了しており、また平成１７年度をもって農

集事業も完了している。 

 

(２)処理状況について 

年間総処理水量は４，１１１，２８１㎥（公共２，６７０，２３５㎥、農集７１８，４３１㎥、

コミプラ７２２，６１５㎥）で、前年度と比較し１４３，０３５㎥（３．６％）増加している。

一日平均処理水量は１１，２６４㎥で、前年度と比較し３９２㎥（３．６％）の増加、年間有収

水量は３，６８５，９９０㎥で、前年度と比較し１６１，６３１㎥（４．６％）の増加となって

いる。有収率は８９．７％で、前年度より０．９ポイント増加している。 

 

(３)水洗化の状況について 

  平成２０年度末の水洗化人口は３５，９８０人（公共２０，１４３人、農集８，１４２人、コ

ミプラ７，６９５人）、水洗化戸数は１２，６２７戸（公共７，６８３戸、農集２，５７７戸、

コミプラ２，３６７戸）で、整備人口に対する水洗化人口の割合を示す水洗化率は７４．６％と

なっている。 

 

２ 決算報告書（別表２参照） 

(１)収益的収入及び支出について 

  事業収入は、予算額２０億３，４１５万２千円に対し、決算額は２０億３，５７７万４千円（う

ち仮受消費税額４，０３５万３千円）で、決算比率は１００．１％となっている。 

  内訳は、営業収益８億７，０５１万２千円（うち、仮受消費税額４，０３５万３千円）、営業

外収益１１億６，５２６万２千円である。 

  事業費用は、予算額２１億３，１３９万４千円に対し、決算額は２１億１，２４６万８千円（う

ち仮払消費税額１，７２３万６千円）で、決算比率は９９．１％となっている。 
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  内訳は、営業費用１３億８，３４２万４千円（うち、仮払消費税額１，７２３万６千円）、営

業外費用７億２，９０４万４千円である。また、不用額は１，８９２万６千円となっている。 

 

(２)資本的収入及び支出 

  資本的収入は、予算額２５億９，５８８万７千円に対し、決算額２３億７，１１４万４千円で、

決算比率は９１．３％となっている。 

  主なものは、企業債１５億１，８１０万円、補助金７億１千円、負担金１億５，３０４万３千

円である。 

  資本的支出は、予算額３３億９，５２３万円に対し、決算額３１億４，１４９万７千円（うち、

仮払消費税額１，６４８万１千円）で、決算比率は９２．５％となっている。内訳は、企業債償

還金２６億６，５２８万１千円、建設改良費４億７，６２１万６千円である。 

  また、翌年度繰越額は２億２１０万円で、不用額は５，１６３万３千円となっている。 

  資本的収支決算は、収入額２３億７，１１４万４千円に対し、支出額３１億４，１４９万７千

円で、差引き７億７，０３５万４千円支出額が収入額を上回っており、この不足額は、当年度分

損益勘定留保資金７億３，３５２万１千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額２２

万３千円で一部が補てんされている。残りの補てんできない部分については、工事費等、実際は

４月以降に支払いが到来するものについて、４月初旬に一般会計繰入金で支払いを行うなど、資

金繰りに非常に窮している状況にある。 

 

３ 経営成績（損益計算書）（別表３参照） 

(１)収益について 

  事業収益は１９億９，５４２万１千円で、前年度と比較し１億２，０１１万３千円（６．４％）

の増収となっている。 

  営業収益は、８億３，０１５万９千円で、総収益の４１．６％を占めており、前年度と比較し

２億１，０８３万４千円（３４％）増加している。 

  営業収益の主体をなす使用料は、８億６８８万７千円で、前年度と比較すると２億１，１３８

万９千円（３５．５％）の増収となっている。 

  営業外収益は、１１億６，５２６万２千円で、前年度と比較し９，０７２万１千円（７．２％）

の減収で、総収益の５８．４％を占めている。 

営業外収益の主なものは、市一般会計からの他会計補助金である。 

 

 (２)費用について 

  事業費用は２０億６，１８９万５千円で、前年度と比較して２，５９３万８千円（１．２％）
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の減少となっている。 

  営業費用は１３億６，６１８万８千円で、前年度と比較して２，２７６万１千円（１．７％）

の増加となっている。 

主なものは、減価償却費９億４，７２２万６千円、処理場費３億２、２０４万４千円、である。 

  営業外費用は６億９，５７０万７千円で、前年度と比較して４，８６９万８千円（６．５％）

の減少で、企業債及び一時借入金の支払利息である。 

 

(３)損益について 

  当年度の損益は、事業収益１９億９，５４２万１千円に対し、事業費用は２０億６，１８９万

５千円で、差引き６，６４７万４千円の純損失となり、特別損益がないため、経常損失も６，６

４７万４千円となっている。（次表参照） 

  この結果、前年度繰越欠損金２８億８，８９３万６千円に当年度純損失６，６４７万４千円を

加えると、当年度未処理欠損金は２９億５，５４１万円となっている。 

 

経 営 収 支 推 移 表        （単位 円） 

   区分 
年度 

事業収益 事業費用 
純利益（損失） 

金   額 指数 金   額 指数 

16 1,748,451,313 100.0 2,313,576,073 100.0 △ 565,124,760 

17 1,670,817,656 95.6 2,042,715,248 88.3 △ 371,897,592 

18 1,687,274,676 96.5 2,098,040,599 90.7 △ 410,765,923 

19 1,875,308,090 107.3 2,087,832,553 90.2 △ 212,524,463 

20 1,995,421,044 114.1 2,061,894,987 89.1 △ 66,473,943 

（注）指数は１６年度を１００とした。 

 

(４)損益分析について 

㋐収益率について 

  投下総資本に対してどれだけ純利益が生じているかを示す総資本利益率は△０．１２％で、こ

れは大きいほど良いとされている。 

  収益と費用の相対的な関連性をみる総収支比率は９６．８％で、これは、１００％以上高いほ

ど良いとされており、全国平均の１０３．１％を大きく下回っている。 

  経営成績を示す経常収支比率は９６．８％で、前年度と比較し７．０ポイント上がっている。

しかし、これは、１００％以上高いほど良いとされており、全国平均の１０３．０％を大きく下

回っている。 

  営業活動の能率を示す営業収支比率は６０．８％である。前年度と比較し１４．７ポイント上

回った。これは、１００％以上高いほど良いとされており、全国平均の１２５．６％を大きく下
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回っている。 

  なお、上記のいずれの指標も、市一般会計からの他会計補助金（平成２０年度：１１億６，０

１６万円）を営業外収益として計上した結果のものであることに留意しなければならない。 

 

㋑汚水処理原価について 

  有収水量１㎥当たりの使用料単価と汚水処理原価の推移をみると、１㎥当たりの使用料単価は

２１８円９０銭、汚水処理原価は５５９円４０銭で、１㎥当たりの損益をみると３４０円５０銭

円の損失となった。 

 

４ 剰余金計算書 

(１)欠損金について 

  前年度未処理欠損金２８億８，８９３万６千円に、当年度純損失６，６４７万４千円が加算さ

れ、当年度未処理欠損金２９億５，５４１万円となった。 

 

(２)資本剰余金について 

  当年度新たに国庫補助金１億１，２７５万円、他会計補助金５億８，７２５万１千円、工事負

担金１億５，３０４万３千円が発生し、国庫補助金５２０万２千円、他会計補助金２，０５１万

６千円、工事負担金９８万４千円処分したため、翌年度繰越資本剰余金は２３１億９，５５５万

２千円となった。 

 

５ 財政状態（貸借対照表）（別表４参照） 

(１)資産について 

  資産総額は５３３億３，０３７万４千円で、前年度に比較し３億９，２８７万８千円（０．７％）

の減少となっている。構成は、固定資産５３０億３，９４７万８千円、流動資産２億９，０８９

万６千円となっている。固定資産は総資産の９９．５％を占めている。 

  固定資産５３０億３，９４７万８千円の内訳は、有形固定資産５１５億１，８０５万３千円、

無形固定資産１５億２，１４２万４千円である。 

  固定資産の主な構成は、構築物４４５億７，８４５万６千円、機械及び装置５０億２，５６６

万３千円、施設利用権１５億１，９１５万１千円、建物１１億６，３２９万９千円、建設仮勘定

４億５，４３３万３千円である。 

流動資産２億９，０８９万６千円の内訳は、未収金２億６，６４７万１千円、現金預金２，４

４２万６千円である。 

  このうち、現金預金の期末残高２，４４２万６千円については、平成２１年３月分の例月出納
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検査において現在高を確認した。 

  未収金は２億６，６４７万１千円となっているが、そのうち主なものは、営業未収金が下水道

使用料、営業外未収金は地元分担金、その他未収は国庫補助金と受益者負担金である。 

  未収金が多額なのは、下水使用料は水道事業に徴収を委託しており、１・２月分と２・３月の

２期分が未収計上されるためである。 

  未収金のうち、下水道使用料の過年度分（平成４年度～１９年度）は１，１０２万８千円、下

水道受益者負担金の過年度分（平成３年度～１８年度）は２，２２２万円、農集施設使用料の過

年度分（平成９年度～１９年度）は１６８万６千円、コミプラ施設使用料の過年度分（平成１４

年度～１９年度）は１５３万５千円となっている。 

  営業未収金の回転速度を示す未収金回転率は３．７１回で、これは数値の大きいほどよいとさ

れている。 

  未収金の回収には、今後も一層の努力を期待するものである。 

 

(２)負債について 

負債総額は１６億８，０２３万３千円であり、前年度と比較し１億８，６６６万２千円（１２．

５％）の増加で、負債の構成は、固定負債１３億４，２２８万４千円、流動負債３億３，７９４

万９千円となっている。 

流動負債の内訳は主に未払金２億２，５４１万５千円である。また固定負債は、他会計借入金

１０億円、企業債３億４，２２８万４千円で、水道事業より借り入れを行っている長期（１０年）

借入金と建設改良以外に充てられた企業債（平準化債）である。 

  未払金の主なものは、営業未払金が動力費、修繕費など下水処理施設維持管理費、営業外未払

い金は企業債利息、その他未払金が工事請負費、補償費等であり、大半が２０年度末に支出決定

されて翌年度４・５月に支出されている。 

  なお、流動資産と流動負債の関係について、流動負債が流動資産を上回って不良債務が発生し

ている。 

 

(３)資本について 

  資本総額は５１６億５，０１４万１千円で、前年度と比較し５億７，９５４万２千円（１．１％）

の減少で、構成は、資本金３１４億９９９万９千円、剰余金２０２億４，０１４万２千円である。 

  資本金の構成は、自己資本金３５億２，１５３万９千円及び借入資本金２７８億８，８４５万

９千円で、借入資本金はすべて企業債である。 

  また、剰余金の構成は、資本剰余金２３１億９，５５５万２千円及び欠損金２９億５，５４１

万円である。 
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  資本剰余金は主に補助金１９１億７，２３３万６千円、工事負担金３２億３，４７３万６千円

である。 

 

６ 財務分析（別表５参照） 

(１)構成比率について 

  総資産のうち固定資産の占める割合の適正化を示す固定資産構成比率は９９．５％で、全国平

均９７．６％を上回っている。 

  経営の安定状況をみる固定負債構成比率は５４．８％で、これは、負債・資本のうち固定負債

の占める割合を示しており、主に剰余金が増加していることによるものである。この比率は小さ

いほど経営安定といえる。 

  総資本のうち自己資本の占める割合である自己資本構成比率は４４．６％で、この比率は、大

きいほどが望ましいとされ、全国平均は５５．２％である。 

 

(２)財務比率について 

  固定資産が自己資本と固定負債の範囲内か否かをみる固定資産対長期資本比率は１００．１％

で、全国平均は９８．９％である。この比率は、１００％以下が望ましいとされている。 

  固定資産のうち、自己資本で調達されている部分の割合を示す固定比率は２２３．２％で、全

国平均は１７６．９％である。この比率は、１００％以下が望ましいとされている。 

  短期債務に対する支払能力を示す流動比率は８６．１％で、この比率は、一般に２００％以上

が望ましいとされ、全国平均の１７６．７％を大きく下回っている。 

  支払能力をみる当座比率は８６．１％で、この比率は、当座資産（現金、預金、未収金）と流

動負債との対比で支払能力をみるもので１００％以上が望ましいとされており、全国平均の１５

３．３％を大きく下回っている。 

  即時支払能力を示す現金比率は７．２％で、この比率は、一般に２０％以上が望ましいとされ

ており、全国平均の９０．５％を大きく下回っている。 

 

(３)回転率について 

  投資効率を示す自己資本回転率は０．０４回で、全国平均は０．０８回である。これは、数値

の大きいほど良いとされている。 

  固定資産の利用度をみる固定資産回転率は０．０２回で、全国平均は０．０４回である。これ

は、数値の大きいほど良いとされている。 

  流動資産の利用度をみる流動資産回転率は３．４１回で、全国平均は１．７６回である。これ

は、数値の大きいほど良いとされている。 
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  営業未収金の回収速度をみる未収金回転率は３．７１回である。これは、数値の大きいほど良

いとされている。 

 

７ 要望事項 

(１)水洗化の促進について 

  整備人口に対する水洗化人口の割合を示す水洗化率は７４．６％であり、下水道の供用が開始

され、水洗化が可能にもかかわらず、宅地内の排水設備工事を行っていない世帯が存在しており、

経営の足かせとなっている。 

生活環境と自然環境を守るという下水道整備の本来の目的を実現するとともに、下水道使用料

の着実な徴収を図り、効果的な投資となるように処理区域内の早期水洗化の推進に努められたい。 

 

(２)使用料、受益者負担金の未収について 

 

過年度分の未収金の推移         （単位：円）   

年度 
公 共 下 水 道 農  集 コミプラ 

使 用 料 受益者負担金 使 用 料 使 用 料 

１６ 7,042,420 12,863,687 1,008,740 733,550 

１７ 9,095,390 14,845,990 1,978,739 1,498,500 

１８ 9,379,130 18,500,080 1,275,260 1,584,550 

１９ 9,964,620 19,589,970 1,418,210 1,602,800 

２０ 11,028,156 22,220,630 1,685,810 1,535,120 

 

各会計年度決算の過年度未収金の推移は上記のとおりで、公平性の観点から、今後も未収金の

回収には一層の努力を払われたい。 
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(３)企業債の償還について 

 

企 業 債 の 推 移        （単位：円） 

年度 前年度末残高 当年度借入金 当年度償還元金 当年度償還利息 当年度末残高 

16 31,062,492,272 1,318,800,000 1,097,320,092 792,316,625 31,283,972,180 

17 31,283,972,180 1,092,600,000 1,406,119,369 784,895,873 30,970,452,811 

18 30,970,452,811 1,053,200,000 1,580,879,453 764,470,135 30,442,773,358 

19 30,442,773,358 832,400,000 1,897,249,218 743,327,083 29,377,924,140 

20 29,377,924,140 1,518,100,000 2,665,280,847 694,643,578 28,230,743,293 

 

平成２０年度の企業債は、新たに１５億１，８１０万円を借り入れ、２６億６，５２８万１千

円を償還した結果、年度末現在の未償還残高は、１１億４，７１８万１千円減の２８２億３，０

７４万３千円になっている。 

 また、２０年度の支払利息は６億９，４６４万４千円で、企業債利息対料金収入比率は８６．

１％となっており、料金収入の大半を企業債利息の返済にあてていることになる。なお、同比率

の全国平均は５４．７％である。 

  一方、企業債平均借入利率は２．３６％となっている。 

  これは、高利率の企業債が残っているためで、公営企業金融公庫、政府資金それぞれ各種の規

制があると思われるが、繰上償還及び低利のものへの借り換え等、国県への更なる働きかけに努

められたい。 

  また、コミプラの企業債の償還期間は、公共、農集よりも短く、各年度の償還費用を軽減する

ために、償還期間の延長に取り組んでいるが、今後も、企業債償還元金と利息の比較均衡を図る

とともに、償還費用を負担する市一般会計の財政状況等を勘案して、市財政当局との連携を図り

ながら、綿密な財政計画に基づき、より有利な企業債の償還に努められたい。 

 

（注） 

＊企業債利息対料金収入比率（％）＝ 
企 業 債 利 息 

×１００ 
料 金 収 入 

＊企業債平均借入利率（％）＝ 
当 年 度 支 払 利 息×１００ 

（当年度償還額＋当年度末償還残高）－当年度借入額 
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(４)健全経営の維持について 

 

一般会計補助金等の推移         （単位：円）     

年度 
収益的収支 資本的収支 

合計 
一般会計負担金 一般会計補助金 一般会計補助金 雨水処理負担金 

16 11,972,000 951,916,000 440,457,040 5,937,000 1,410,282,040 

17 9,722,000 1,102,961,000 524,295,680 7,370,000 1,644,348,680 

18 21,452,000 1,082,912,000 555,497,000 2,168,000 1,662,029,000 

19 22,691,000 1,252,395,000 561,681,000 2,233,000 1,839,000,000 

20 22,030,000 1,160,160,000 587,251,000 2,293,000 1,771,734,000 

 

  下水道事業会計の一般会計補助金等は、地方公営企業法第１７条の２の経費の負担の原則に基

づき、下水道事業を経営する上で、市の一般会計で義務的に負担する必要のあるものであるが、

今般の市財政の悪化により、経費の負担元の市一般会計の運営も非常に厳しく、本年度も、収益

的収支で赤字予算を編成せざるを得ない状況になっている。また、資本的収支決算でも、収支差

引不足額が補てん財源を上回っており、収支の均衡を回復するように努める必要があるものと考

えられる。 

特に、上記(３)の企業債の償還費用については、事業の進捗に伴い急激に増加しており、各年

度の負担分を軽減するため、償還期間の延長等に取り組んでいるが、当初の計画通り事業を進め

れば、今後も増加し続け、下水道事業会計のみならず、関連費用の負担を行う市一般会計も圧迫

しかねない状況を招くことが懸念される。下水道事業にあっては、早急に企業債償還財源の見通

しを検討されたい。 

また、下水道事業会計の財務状況については、流動負債（３億３，７９４万９千円）が流動資

産（２億９，０８９万６千円）を上回って不良債務（４，７０５万３千円）が発生しており、経

営に支障を及ぼしている状況であるので、早急に財政再建に取り組む必要があるものと考えられ

る。 

さらに、下水道事業の場合、収益的収支の赤字に加え、資本的収支不足額（７億７，０３５万

４千円）は内部留保資金（補てん財源）を使っても一部しか補てんできず、一時借入金で資金繰

りを行うなど民間で言うところの破綻直前の状況に陥っている。将来的に固定資産の更新・修繕

時には、内部留保資金が残っていないので、地方債（起債）や国庫補助金、一般会計補助金等で

支出せざるを得ない非常に苦しい財政状態である。 

市財政当局との連携を図るとともに、下水道独自の企業努力により、抜本的な経営改善を望む

ものである。 
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 (５)損益勘定保留金及び補てん財源について 

 

減価償却費、資産減耗費及び繰延勘定償却は、それらの資産から稼得される収益と期間的に対

応させて、期間利益を適正に算定することを目的としているものである。また、これらの費用は

現金支出を伴わないものであるために、その償却費の計上分だけ償却資産に投下された貨幣資本

が企業内に留保され、その結果、投下貨幣資本が回収される効果をもっている。すなわち、この

内部留保資金をもって新たな資産を購入するといった自己金融の役割を担っている。 

  繰り返しになるが、減価償却費からなる損益勘定留保金は、すでに収益的収支欠損金及び前年

度不良債務の補てん財源として使用され、７億３，３５２万１千円しか残されておらず、消費税

資本的収支調整額と合わせても資本的収支不足額７億７，０３５万４千円を補てんすることがで

きない状況である。残りの補てんできない部分については、４月以降に支払いが到来するものを、

４月初旬に一般会計から繰入れられる翌年度の繰入金で資金繰りを行う状況になっている。この

ため、今後の固定資産の更新・修繕時には、内部留保資金である損益勘定留保金が残されていな

いことから、そのほとんどを地方債（起債）や一般会計補助金等から支出しなければならない状

況になっている。財政再建推進計画の見直し、企業債の償還計画等においては、このことに留意

しなければならない。 

 

８ まとめ 

  以上が、平成２０年度の下水道事業会計決算書及び財務諸表を審査した結果の概要である。 

（１）下水道事業の概要 

終わりにあたり総括的にその意見を述べると、下水道事業会計は、職員各自の企業意識をより

一層高めると共に、管理執行体制を含めた経営の効率化と経費の節減を図ることを目的に、平成

１３年度に従来の公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント整備事業の各特

別会計を統廃合して、地方公営企業法の財務規定等の適用を受ける公営企業会計として設置され

たものである。 

下水道事業補てん財源内訳書 

         
（単位：円） 

年
度 

損 益 勘 定 留 保 資 金 
資本的収支

不足額 

補 て ん 財 源 
補てん不足

額 減価償却費 
収益的収支

欠損金 

前年度不良

債務 
計 

消費税資本

的収支調整

額 

過年度損

益勘定留

保資金 

当年度勘定

留保資金 

翌年度繰

越補てん

資金 

16 854,990,081 565,124,760 650,733,775 -360,868,454 545,321,369 12,392,387 0 0 0 532,928,982 

17 893,770,104 371,897,592 192,687,689 329,184,823 650,860,080 6,849,209 0 329,184,823 0 314,826,048 

18 924,528,241 410,765,923 308,175,657 205,586,661 712,357,764 12,483,664 0 205,586,661 0 494,287,439 

19 940,176,639 212,524,463 194,875,959 532,776,217 666,187,753 77,025 0 532,776,217 0 133,334,511 

20 947,226,004 66.473,943 147,230,590 733,521,471 770,353,711 223,025 0 733,521,471 0 36,609,215 
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  下水道は、衛生的で快適な生活環境の実現と豊かな自然環境を保全するために不可欠な都市基

盤である。本市における下水道整備（公共下水道、農業集落排水、コミュニティ・プラント及び

合併処理浄化槽）の普及率は平成２０年度末現在９８．５％で、平成２１年度までに市内全域の

整備完了を目指して事業が進められているところである。 

 

（２）適正な下水道使用料 

下水道の整備には、長期の建設期間と多額の費用が必要であり、現在施工中の下水道工事に係

る建設改良費に加えて、整備済みの下水道施設に係る企業債元利償還金も相当額に上っている。 

下水道の整備、運営費用の大部分は企業債、国からの補助金、市一般会計からの繰入金、受益

者負担金、使用料等で賄われており、下水道に要する経費のうち、汚水処理にかかる部分は、維

持管理費及び資本費を合わせて使用料等で回収することとされている。 

しかるに、汚水処理原価と使用料単価の関係をみると、汚水処理原価に対する使用料単価の割

合は低い水準（３９．１％）にとどまり、汚水処理費のうち、使用料により回収されていないも

のが、一般会計からの繰り入れにより賄われているのが現状である。 

この原因として、市域が広く、処理場数が多く、管延長が長いため、投資効率が低下して、汚

水処理原価が相対的に高くなっていることが考えられる。平成２０年４月１日から下水道使用料

を３０％値上げしたところであるが、下水道事業に対する一般会計の負担により市財政に支障を

来すことがないよう、管理運営について最大限効率化を図った上で、汚水処理原価が使用料で賄

えるよう使用料を早急に適正な水準に引き上げることが必要である。 

 

（３）わかりやすい情報開示 

適正な下水道使用料に改定するためには、下水道事業の事業内容、経営成績及び財政状態等が

理解、評価されやすいように工夫しつつ、積極的な情報開示に努め、市民の理解と協力を得るこ

とである。 

市民への広報に際しては、下水道事業の経営成績及び財政状態のほか、上記７（５）で述べて

いるとおり、平成２０年度の工事費等の支払いのうち２１年４月以降に支払期日が到来するもの

については、平成２１年度の一般会計からの繰入金で支払われているなど、資金繰りが非常に窮

しているキャッシュ・フローの状況を併せて理解していただくことが必要である。 

 

（４）連結ベースでの財政再建推進計画の策定 

また、本市の財政状況が、三位一体改革や借入金残高の増加により、大変厳しい状況が続く状

況にあることから、下水道事業の起債償還の本格化により、経費の負担の原則に基づき、一般会

計が下水道事業会計に対して負担することになっている義務的経費の支出も、大変厳しい状況と
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なっている。すでに不良債務が発生している下水道事業については、市全体の問題と捉え、内部

努力はもちろん、適切な財政援助により、経営の健全化を図ることが重要である。そのためには、

一般会計・特別会計のほか公営企業や第三セクターを含めた加西市全体、すなわち連結ベースで

のストックを意識した財政再建推進計画が必要であると考える。 

下水道の整備は、地域の健全な発展、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全を図るためにも

重要であり、今後も普及率の向上に努められ、管理の上で可能なものについては、積極的に民間

等への委託を推進するとともに、今後増加が見込まれる下水汚泥の広域、共同処理に取組むなど、

より効率的な経営に努めるなど、より一層の経営努力を期待するものである。 

 


